
2026年度

新規加入

増額の
おすすめ

◎お問い合わせ先
イノアック保険センター

名栄産業株式会社
〒450-0003
名古屋市中村区名駅南2-13-4

TEL 052-263-0019

申込 締 切日
申込書提出先

：
：
2026年1月30日（金）
名栄産業株式会社

《保険会社窓口》 大樹生命保険株式会社 東海法人営業部
〒460-0003 名古屋市中区錦1ｰ4ｰ6

TEL 052-211-5183 （担当：中上）

イノアックグループ役員・従業員のみなさまへ

※内容に変更のない方は、現在の加入内容で継続されますので、申込書のご提出は
　不要です。（自動更新）

大樹-KB-2025-505 団体番号：0193330

加加 入入 例例

※保険料は概算です。
※上記死亡保障プラン加入例はあくまで目安です。必要保障額ではありません。
※現在加入中の個人保険で不足する部分を死亡保障プランでカバーされることをおすすめします。
　（死亡保障プランの最高保険金額は1,500万円（本人の場合）です。）

【「障がい」の表記】 当パンフレットでは、 「障害」を「障がい」と表記しています。 なお、 法令等で定められているものは 「障害」 と表記する場合があります。
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20代（独身型）の場合
保険は社会人としての責任。

まずはここからスタートしま

しょう!

25歳の場合

本人

月払保険料
760円

保険金額
月払保険料

200万円
760円

30代（夫婦型）の場合
夫婦の絆は安心から。

万が一に備え、このくらいの

保障はキープしたいものです。

ご夫婦とも30歳の場合

合計月払保険料
4,940円

本人

配偶者

保険金額
月払保険料

1,000万円
3,800円

保険金額
月払保険料

300万円
1,140円

40代（家族型）の場合 
人生で一番責任の重い

この時期に十分な保障を

準備しましょう。  

ご夫婦とも40歳の場合 

合計月払保険料
7,980円

本人

配偶者

保険金額
月払保険料

1,500万円
5,700円

保険金額
月払保険料

600万円
2,280円

50代（充実型）の場合 
こどもも独立して一安心ですが、

配偶者のために備えは必要です。

ご夫婦とも55歳の場合 
合計月払保険料

3,040円

本人

配偶者

保険金額
月払保険料

500万円
1,900円

保険金額
月払保険料

300万円
1,140円

株式会社 イノアックコーポレーション

（死亡保障プラン）総合補償
〈団体定期保険〉

保険加入に際しましては、ライフプランや公的保険制度等もふまえ、ご自身の
抱えるリスクやそれに応じた保障の必要性をご理解いただきご検討ください。

金融庁の
公的保険
ポータルは
こちら

ご意向（ニーズ）確認のお願い
この保険は、死亡または所定の高度障がい状態になった場合の保障を主な目的とする生命保険です。
ご加入にあたっては、当パンフレット（「特に重要なお知らせ」を含みます。）に記載されているこの保険商品の保障内容、保険料、保険期
間、保険金額等について申込者さま全員（配偶者を含む）のご意向（ニーズ）に合致しているかをご確認のうえ、お申し込みください。



制制 度度 のの 特特 徴徴

加入者から集めた保険料から保険金を
お支払いし、剰余金がある場合に、
配当金をお支払いするしくみです。
配当金がある場合、保険料の実質負担は
軽減されます。

1年間に集めた保険料 加入者へ

保険金 生命保険会社の手数料等

剰余金
配当金

死亡および所定の高度障がい状態
になったときの保障を目的とする１年更新の保険です。

その
１

スケールメリットを活かした
お手頃な保険料です。

医師による診査はなく
告知のみでお申し込み手続きができます。

その
３

配偶者も加入できます。
（本人の加入が前提です。）

その
４

その
２

１年ごとに収支計算を行い、
剰余金があれば配当金をお支払いします。

その
５

●世帯主に万が一のことがあった場合の必要生活資金総額
（世帯主年齢別）＜アンケートによる希望値＞

残された遺族に必要な生活費はいくら？～必要保障額ってなんだろう？～

※2024（令和6）年度「生命保険に関する全国実態調査」（生命保険文化センター）
※「世帯主に万一のことがあった場合に、残された家族のために必要と考える年間生活資金・
　必要年数はどれくらいか」という質問に対する回答（年間生活資金×必要年数）の平均値です。
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29歳
以下

30～
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35～
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45～
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55～
59歳

60～
64歳

65～
69歳

70～
74歳

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000（万円）
結婚して、こどもが増えれば、

必要生活資金は増加

こどもが独立して、年齢を経る
ごとに必要生活資金は逓減

※配当金は、ご加入者数、加入率、支払保険金額の多少、引受保険会社の決算等により毎年変動しますので、
　将来のお支払いをお約束するものではありません。
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●必要保障額の考え方

残された
家族にとって
必要な資金

必要な資金の
準備について

※上記図はイメージであり、各々の保障の割合は実際とは異なります。

遺族の生活費
こどもの教育資金

こどもの結婚援助資金 
整理資金（葬儀代等）

住居費用
負債の清算資金 
相続費用・相続税

予備費

必要保障額

公的保障・会社保障
自己資産

配偶者の就労収入

個
人
準
備
分

（健康状態によってはご加入いただけない場合があります。） 

必要な保障額は、年齢や家族構成等により異なります。

毎年保障が見直せるお手頃な保険料の死亡保障プランを
活用し、必要な時に必要な保障を、上手に準備しましょう。

※上記保険料は概算保険料であり、正規保険料は申込締切後算出し、初回保険料より適用します。 
※保険金をお支払いする場合、お支払いできない場合については、「特に重要なお知らせ（契約概要）」および「特に重要なお知らせ（注意喚起情報）」をご確認ください。 

保険金額と月払保険料（概算）

入社
退職

加入

増額

さらに増額

こども
の誕生

こども
の独立

死亡保障プラン

個人で加入の生命保険

（独身時代） 結婚

死亡保障プラン
加入金額例

200万円200万円

1,000万円1,000万円

1,500万円1,500万円

500万円500万円

減額

ライフステージにあわせて
「死亡保障プラン」
の保障額を増減しましょう。

●人生のライフステージに応じ、必要な保障金額は変わっていきます。
（上記は死亡保障プランの活用イメージです。必要保障額については、P.1「残された
遺族に必要な生活費はいくら?～必要保障額ってなんだろう?～」をご参照願います。）

●死亡保障プランでは、１年ごとに保険金額の見直しが可能です。
（増額される方は、告知が必要となります。）

●一方で死亡保障プランには、終身保障ではない等の留意点もありますので、個人保険で
一生涯続く基本的な保障の準備は必要です。

●死亡保障プランと個人保険を上手く組み合わせて加入する方法が最も合理的な保険加
入方法といえます。

死亡保障プランの上手な活用法

必要な時に必要な保障を！！
会社の福利厚生制度
ならではのメリットです！

本　人（1,500万円～100万円）

配偶者（600万円～100万円）

死亡保険金・
高度障がい保険金

（万円）
1,500 1,100 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100

月払保険料
（円）

5,700 4,180 3,800 3,420 3,040 2,660 2,280 1,900 1,520 1,140 760 380

ポイント

保障の土台

（注）上記は必要保障額の変化の推移イメージの一例です。必要保障額は世帯ごとの家族構成や経済状況などで異なるものであり、上記保障額を
　   推奨するものではありません。
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❶商品名称
団体定期保険

❷商品の特徴
この保険は、企業・団体を保険契約者とし、その従業員・所属員等
の方について、万一のときの保障を確保するためにご加入いただ
く団体保険です。保険期間１年の定期保険で、加入資格を満たす
かぎり更新により一定年齢まで継続してご加入いただくことが可
能です。 

※保険料、加入資格等の制度内容は当パンフレットの該当箇所
をご参照ください。
※加入保険金額は当パンフレットの該当箇所より選択してご加入
ください。

❸保険期間について
●2026年4月1日～2027年3月31日までの1年間。以後、1年ご
とに更新していきます。
●更新時において特段のお申し出がない場合には、保険契約の
更新日を基準として１年ごとに更新され、更新限度の年齢まで
更新が可能です。更新の限度につきましては当パンフレットの
該当箇所をご参照ください。
●脱退された場合、保険料払込期間の最終日で保障が終了します。

❹保険金をお支払いする場合について
■ 死亡保険金
保険期間中に死亡した場合にお支払いします。

■高度障がい保険金
責任開始期以後の傷害または疾病を直接の原因として、保険期
間中に所定の高度障がい状態のうちいずれかに該当する状態に
なった場合にお支払いします。

◆所定の高度障がい状態
１. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
２. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
３. 中枢神経系または精神に著しい障がいを残し、終身常に介護
を要するもの

４. 胸腹部臓器に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの 
５. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久
に失ったもの

６. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久
に失ったもの

７. １上肢を手関節以上で失い、かつ、１下肢を足関節以上で失っ
たかまたはその用を全く永久に失ったもの

８. １上肢の用を全く永久に失い、かつ、１下肢を足関節以上で
失ったもの 

※死亡保険金・高度障がい保険金のいずれかが支払われた場合
には保障は終了します。死亡保険金と高度障がい保険金は重複
してお支払いいたしません。

※保険金をお支払いできない場合については、「特に重要なお知
らせ（注意喚起情報）」をご確認ください。

❺保険料について
保険料は、毎年の更新時に加入状況・加入者の年齢等に基づき算
出し、更新日から適用します。 
保険料、払込方法は当パンフレットの該当箇所をご参照くださ
い。

❻配当金について
この保険は1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は配
当金としてお支払いします。
配当金は、ご加入者数、加入率、支払保険金額の多少、引受保険会
社の決算等により毎年変動しますので、将来のお支払いをお約束
するものではありません。 

❼返戻金について
この保険には、脱退による返戻金はありません。

❽お手続きおよびご照会、ご相談・苦情窓口について
「特に重要なお知らせ（注意喚起情報）」をご参照ください。

❾引受保険会社
この保険は、保険契約者が指定する複数の生命保険会社が共同
で引き受けることができる契約形態の団体保険です。事務幹事
会社が他の引受保険会社から委託を受けて事務を行いますが、
引受保険会社は各ご加入者の加入保険金額等のうち、その引受
割合による保険契約上の責任を連帯することなく負います。な
お、引受保険会社および引受割合は2025年10月1日現在のもの
であり今後変更することがあります。
〈引受保険会社（カッコ内は引受割合）〉
大樹生命保険株式会社（80％）［事務幹事］
住友生命保険相互会社（10％）
三井住友海上あいおい生命保険株式会社（10％）
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加 入 資 格

配偶者の加入

責任開始期（加入日） 2026年4月1日

受 取 人

脱 退

中途変更
●保険期間途中での加入・金額変更・脱退（退職した場合を除く）はお取り扱いできません。

●氏名変更や受取人変更の場合は担当窓口までお申し出ください。

保険料の払込方法 ●４月給与より毎月引き去ります。

申込方法

税法上の
取り扱い

制度の運営

おお 取取 りり 扱扱 いい 容容内内
特に重要なお知らせ（契約概要）団体定期保険

更新

保険期間1年 保険期間1年
▲

更新日

イメージ図

〈団体定期保険（主契約）〉
●死亡保険金
●高度障がい保険金

▲
更新日 更新日

▲

この『特に重要なお知らせ（契約概要）』は、ご加入の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載して
おります。ご加入前に必ずお読みいただき、申込者全員（配偶者を含む）が内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきます
ようお願いいたします。また「特に重要なお知らせ（注意喚起情報）」についてもご確認ください。 

加 入 資 格 を
満たすかぎり
更新により一定
年齢まで継続
してご加入い
ただくことが
可能です。

健康で正常に勤務されているイノアックグループ各社の役員・従業員、および健康で正常に日常生活を営
んでいるその配偶者で2026年4月1日現在、以下に該当する方。

本　人… 満15歳以上65歳6か月以下（昭和35年10月2日～平成23年4月1日生まれ）の方。
配偶者… 満18歳以上65歳6か月以下（昭和35年10月2日～平成20年4月1日生まれ）の方。

継続加入（本人・配偶者）
65歳6か月を超えて引き続き加入する場合は、更新時70歳6か月以下（昭和30年10月2日以降生まれ）
の方まで継続加入できます。ただし、保険金額は既加入保険金額以下となります。増額はできません。

一旦加入すれば、その後病気になられても、原則として、加入資格を満たす限り同額以下の保障額で
継続できます。  

●配偶者のお申し込みにあたっては、被保険者となることへの同意および本人の加入が必要です。

●夫婦ともに本人加入資格を満たす場合には、それぞれ本人資格として加入してください。配偶者として
の加入はできません。

●配偶者の保険金額は、本人の保険金額を超えることはできません。

●死亡保険金受取人は、申込書にて指定できます。指定なしの場合は保険約款に記載の順位（被保険者
の配偶者、子（子が死亡している場合には、その直系卑属）、父母、祖父母、兄弟姉妹の順位）となります。
　※遺言による死亡保険金受取人の変更はできません。

●高度障がい保険金の受取人は、被保険者です。 

●当社を退職（死亡・高度障がい含む）された場合には、当制度から脱退していただきます。

●本人が脱退（死亡・高度障がい含む）された場合には、配偶者も同時に脱退となります。

●脱退された場合、保険料払込期間の最終日で保障が終了します。

●加入申込書に所定事項をご記入・ご押印のうえ、名栄産業株式会社宛ご提出ください。加入内容に変更
がない方はお申込み手続きは不要です。前年と同様の内容で自動的に更新継続されます。

●当パンフレットは、団体定期保険に関して重要と思われる事項を抜粋して記載したものです。記載のな
い事項は保険約款に基づき運営されます。

●お払い込みいただいた保険料から配当金を控除した額は一般生命保険料控除の対象となります。（所
得税法第76条）

●本人の死亡保険金は、保険金受取人が本人の法定相続人のとき、「500万円×法定相続人数」まで非課
税となります。（相続税法第３条、同第12条）

●被保険者が受け取る高度障がい保険金は非課税となります。（所得税法施行令第30条）

※2025年9月現在の税制に基づく記載です。今後、税制改正が行われた場合には、記載の内容と相違する
ことがあります。個別の取り扱いについては、税理士または所轄の税務署・国税局へご確認ください。



❶商品名称
団体定期保険

❷商品の特徴
この保険は、企業・団体を保険契約者とし、その従業員・所属員等
の方について、万一のときの保障を確保するためにご加入いただ
く団体保険です。保険期間１年の定期保険で、加入資格を満たす
かぎり更新により一定年齢まで継続してご加入いただくことが可
能です。 

※保険料、加入資格等の制度内容は当パンフレットの該当箇所
をご参照ください。
※加入保険金額は当パンフレットの該当箇所より選択してご加入
ください。

❸保険期間について
●2026年4月1日～2027年3月31日までの1年間。以後、1年ご
とに更新していきます。
●更新時において特段のお申し出がない場合には、保険契約の
更新日を基準として１年ごとに更新され、更新限度の年齢まで
更新が可能です。更新の限度につきましては当パンフレットの
該当箇所をご参照ください。
●脱退された場合、保険料払込期間の最終日で保障が終了します。

❹保険金をお支払いする場合について
■ 死亡保険金
保険期間中に死亡した場合にお支払いします。

■高度障がい保険金
責任開始期以後の傷害または疾病を直接の原因として、保険期
間中に所定の高度障がい状態のうちいずれかに該当する状態に
なった場合にお支払いします。

◆所定の高度障がい状態
１. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
２. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
３. 中枢神経系または精神に著しい障がいを残し、終身常に介護
を要するもの

４. 胸腹部臓器に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの 
５. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久
に失ったもの

６. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久
に失ったもの

７. １上肢を手関節以上で失い、かつ、１下肢を足関節以上で失っ
たかまたはその用を全く永久に失ったもの

８. １上肢の用を全く永久に失い、かつ、１下肢を足関節以上で
失ったもの 

※死亡保険金・高度障がい保険金のいずれかが支払われた場合
には保障は終了します。死亡保険金と高度障がい保険金は重複
してお支払いいたしません。

※保険金をお支払いできない場合については、「特に重要なお知
らせ（注意喚起情報）」をご確認ください。

❺保険料について
保険料は、毎年の更新時に加入状況・加入者の年齢等に基づき算
出し、更新日から適用します。 
保険料、払込方法は当パンフレットの該当箇所をご参照くださ
い。

❻配当金について
この保険は1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は配
当金としてお支払いします。
配当金は、ご加入者数、加入率、支払保険金額の多少、引受保険会
社の決算等により毎年変動しますので、将来のお支払いをお約束
するものではありません。 

❼返戻金について
この保険には、脱退による返戻金はありません。

❽お手続きおよびご照会、ご相談・苦情窓口について
「特に重要なお知らせ（注意喚起情報）」をご参照ください。

❾引受保険会社
この保険は、保険契約者が指定する複数の生命保険会社が共同
で引き受けることができる契約形態の団体保険です。事務幹事
会社が他の引受保険会社から委託を受けて事務を行いますが、
引受保険会社は各ご加入者の加入保険金額等のうち、その引受
割合による保険契約上の責任を連帯することなく負います。な
お、引受保険会社および引受割合は2025年10月1日現在のもの
であり今後変更することがあります。
〈引受保険会社（カッコ内は引受割合）〉
大樹生命保険株式会社（80％）［事務幹事］
住友生命保険相互会社（10％）
三井住友海上あいおい生命保険株式会社（10％）
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加 入 資 格

配偶者の加入

責任開始期（加入日） 2026年4月1日

受 取 人

脱 退

中途変更
●保険期間途中での加入・金額変更・脱退（退職した場合を除く）はお取り扱いできません。

●氏名変更や受取人変更の場合は担当窓口までお申し出ください。

保険料の払込方法 ●４月給与より毎月引き去ります。

申込方法

税法上の
取り扱い

制度の運営

おお 取取 りり 扱扱 いい 容容内内
特に重要なお知らせ（契約概要）団体定期保険

更新

保険期間1年 保険期間1年
▲

更新日

イメージ図

〈団体定期保険（主契約）〉
●死亡保険金
●高度障がい保険金

▲
更新日 更新日

▲

この『特に重要なお知らせ（契約概要）』は、ご加入の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載して
おります。ご加入前に必ずお読みいただき、申込者全員（配偶者を含む）が内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきます
ようお願いいたします。また「特に重要なお知らせ（注意喚起情報）」についてもご確認ください。 

加 入 資 格 を
満たすかぎり
更新により一定
年齢まで継続
してご加入い
ただくことが
可能です。

健康で正常に勤務されているイノアックグループ各社の役員・従業員、および健康で正常に日常生活を営
んでいるその配偶者で2026年4月1日現在、以下に該当する方。

本　人… 満15歳以上65歳6か月以下（昭和35年10月2日～平成23年4月1日生まれ）の方。
配偶者… 満18歳以上65歳6か月以下（昭和35年10月2日～平成20年4月1日生まれ）の方。

継続加入（本人・配偶者）
65歳6か月を超えて引き続き加入する場合は、更新時70歳6か月以下（昭和30年10月2日以降生まれ）
の方まで継続加入できます。ただし、保険金額は既加入保険金額以下となります。増額はできません。

一旦加入すれば、その後病気になられても、原則として、加入資格を満たす限り同額以下の保障額で
継続できます。  

●配偶者のお申し込みにあたっては、被保険者となることへの同意および本人の加入が必要です。

●夫婦ともに本人加入資格を満たす場合には、それぞれ本人資格として加入してください。配偶者として
の加入はできません。

●配偶者の保険金額は、本人の保険金額を超えることはできません。

●死亡保険金受取人は、申込書にて指定できます。指定なしの場合は保険約款に記載の順位（被保険者
の配偶者、子（子が死亡している場合には、その直系卑属）、父母、祖父母、兄弟姉妹の順位）となります。
　※遺言による死亡保険金受取人の変更はできません。

●高度障がい保険金の受取人は、被保険者です。 

●当社を退職（死亡・高度障がい含む）された場合には、当制度から脱退していただきます。

●本人が脱退（死亡・高度障がい含む）された場合には、配偶者も同時に脱退となります。

●脱退された場合、保険料払込期間の最終日で保障が終了します。

●加入申込書に所定事項をご記入・ご押印のうえ、名栄産業株式会社宛ご提出ください。加入内容に変更
がない方はお申込み手続きは不要です。前年と同様の内容で自動的に更新継続されます。

●当パンフレットは、団体定期保険に関して重要と思われる事項を抜粋して記載したものです。記載のな
い事項は保険約款に基づき運営されます。

●お払い込みいただいた保険料から配当金を控除した額は一般生命保険料控除の対象となります。（所
得税法第76条）

●本人の死亡保険金は、保険金受取人が本人の法定相続人のとき、「500万円×法定相続人数」まで非課
税となります。（相続税法第３条、同第12条）

●被保険者が受け取る高度障がい保険金は非課税となります。（所得税法施行令第30条）

※2025年9月現在の税制に基づく記載です。今後、税制改正が行われた場合には、記載の内容と相違する
ことがあります。個別の取り扱いについては、税理士または所轄の税務署・国税局へご確認ください。



❶お申し込みの撤回について
この保険へのご加入のお申し込みの撤回はお取り扱いができな
い場合もありますので、保険契約者へお問い合わせください。

❷責任開始期について
●ご提出いただいた加入申込書兼告知書に基づき、引受保険会
社がご加入を承諾した場合、引受保険会社は所定の「加入（増
額）日」から保険契約上の責任を負います。ただし、所定の要件
（加入者数等）を満たさない場合、保険契約は効力を発生しま
せん。（更新できません。）
●生命保険会社職員・代理店等には保険への加入を決定し、責任
を開始させるような代理権はありません。 

❸遺言による死亡保険金受取人の変更について
遺言による死亡保険金受取人の変更はできません。

❹保険金をお支払いできない場合について
次のような場合には免責または解除等となり、保険金をお支払い
できませんので、お申し込みに際し、特にご注意ください。
また、増額された場合には、増額部分についても適用されます。
1. 解除等によりお支払いできない場合
●告知していただいた内容が事実と相違し、告知義務違反により
保険契約またはその被保険者に対する部分が解除されたとき
●保険契約者、被保険者または保険金受取人が、保険金を詐取す
る目的で事故を起こしたときや暴力団関係者・その他の反社
会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由により保
険契約またはその被保険者に対する部分が解除されたとき
●保険契約者または被保険者に詐欺の行為または保険金の不法
取得目的があって保険契約またはその被保険者に対する部分
が取消しまたは無効とされたとき

2. 免責等によりお支払いできない場合
●被保険者が加入から１年以内に自殺したとき
●保険契約者または保険金受取人の故意によるとき
●被保険者が故意に高度障がい状態となったとき
●戦争、その他の変乱によるとき（ただし、その程度に応じて、保
険金を全額または削減してお支払いすることがあります）
●高度障がい保険金の原因となる疾病・傷害が加入日前に生じて
いたとき。なお、その疾病や傷害等について告知いただいた場
合でもお支払いの対象にはなりません（下図を参照ください） 
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特に重要なお知らせ（注意喚起情報）団体定期保険 

この『特に重要なお知らせ（注意喚起情報）』は、ご加入のお申し込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しております。ご加入
前に必ずお読みいただき、申込者全員（配偶者を含む）が内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
また、「特に重要なお知らせ（契約概要）」についてもご確認ください。

告知に関する重要事項 ご加入にあたっての重要事項

お支払い
対象 ◎

お支払い
対象外 ×

所定の
高度障がい
状態
に該当

▼加入(増額)日

疾病・傷害
の発生

疾病・傷害
の発生

!

以下の事項は、加入申込者ご本人に正しく告知いただくため重要
なことがらについて記載しております。告知を行う前に必ずご確
認ください。告知書は重要な書類であるため、申込者ご自身で必
ず写しをとり、保管してください。

❶健康状態について、加入申込者ご本人がありのままを
　告知してください（告知義務）。
現在および過去の健康状態等について、ありのままをお知らせい
ただくことを告知といい、加入申込者ご本人には告知をしていた
だく義務があります。生命保険は、多数の人々が保険料を出しあっ
て、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の
良くない方等が無条件に加入された場合、保険料負担の公平性が
保たれません。ご加入のお申し込みにあたっては、過去の傷病歴、
現在の健康状態、身体の障がい状態等、「告知書」で引受保険会社
がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれな
くお知らせ（告知）ください。また、告知に関する各重要事項につ
きましては、配偶者が加入される場合には、その配偶者にも内容
を周知いただきますようお願いいたします。

❷生命保険会社の職員・保険契約者等の職員等へ
　お話しいただいても告知したことになりません。
生命保険会社の職員（営業職員・コールセンター担当者等）・保険
契約者等の職員等は告知を受領する権利がなく、口頭でお話し
されても告知していただいたことにはなりません。告知をされる
場合は、引受保険会社所定の書面「告知書」をご提出ください。

❸傷病歴があった場合にも、
　全てのお申し込みをお断りするものではありません。
引受保険会社では、保険契約者間の公平性を保つため、加入申込
者のお身体の状態すなわち保険金等のお支払いが発生するリス
クに応じた引受対応を行っております。傷病歴等がある場合で
も、その内容によってはお引受けすることがありますので、あり
のままに正確に告知してください。

❹告知義務に違反された場合、ご契約を解除させていた
　だき、保険金をお支払いできないことがあります。
告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、こ
れらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知され
なかったり、事実と違うことを告知された場合「告知義務違反」と
してご契約を解除することがあります。解除した場合には、保険
金はお支払いできません。また、すでに払い込まれた保険料は返
金されません。なお、上記の場合以外にも、ご加入時の状況等によ
り、保険金が支払われない場合があります。
例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極め
て高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかっ
た場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による
取消しを理由として、保険金をお支払いできないことがあります。
告知義務違反による解除の対象外となる１年経過後にも取消しと
なることがあります。また、取消しとなった場合にはすでに払い込
まれた保険料は返金されません。 

❺返戻金について
「特に重要なお知らせ（契約概要）」をご参照ください。

❻生命保険契約者保護機構について
この制度の引受保険会社は、生命保険契約者保護機構に加入し

ています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社

が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険

契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、

ご加入時の保険金額、給付金額、年金額等が削減されることがあ

ります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合

わせください。

（お問い合わせ先）
生命保険契約者保護機構　TEL：03-3286-2820
ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/ 

❼信用リスクについて
保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご加入時にお

約束した保険金額・給付金額・年金額等が削減されることがあり

ます。 

❽個人情報の取り扱いについて
本保険制度の運営にあたっては、株式会社イノアックコーポレー

ション（以下、保険契約者）は、申込書類に記載の個人情報（氏名、

性別、生年月日、健康状態等）を本保険制度の事務手続きのため

使用し、保険契約者が保険契約を締結する引受保険会社（大樹

生命保険株式会社（事務幹事会社）および共同取扱会社）へ提出

します。

引受保険会社は受領した個人情報を各種保険契約のお引き受

け・ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、引受保険会

社の関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提

供、ご契約の維持管理、引受保険会社の業務に関する情報提供・

運営管理、商品・サービスの充実、その他保険に関連・付随する業

務のために利用（注）し、また、保険契約者および他の引受保険会

社に上記目的の範囲内で提供します。

なお、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、引続き、保険契

約者および引受保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報

が取り扱われます。引受保険会社は、今後、変更する場合があり、

あるいは、再保険の取り扱いを行う場合もありますが、その場合、

個人情報は変更後の引受保険会社、再保険会社にも提供されま

す。

（注）保健医療等の機微（センシティブ）情報については、保険業

      法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と

      認められる目的に利用目的が限定されています。   

❾お手続きおよびご照会、ご相談・苦情窓口について
■お手続きおよびご照会窓口について
この保険の「加入（金額変更）」「脱退」等のお手続き・契約内容等

に関するご照会につきましては、保険契約者連絡先にお問い合

わせください。 

■保険金のお支払いに関するお手続きについて
●保険金のご請求は、保険契約者経由で行っていただく必要が

ありますので、保険金のお支払い事由が生じた場合だけでな

く、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた

場合等についても、すみやかに保険契約者連絡先にご連絡く

ださい。

●お支払い事由が発生する事象、保険金をお支払いする場合ま

たはお支払いできない場合については、当パンフレットの該当

箇所にも記載しておりますので、併せてご確認ください。

●保険金のお支払い事由が生じた場合、ご加入のご契約内容に

よっては、複数の保険金・給付金のお支払い事由に該当するこ

とがありますので、ご不明な点がある場合等には、すみやかに

保険契約者連絡先にご連絡ください。 

［保険契約者連絡先］
名栄産業株式会社　TEL：052-263-0019   

■ご相談・苦情窓口について
この保険に関するご相談・苦情につきましては、引受保険会社連

絡先にお申し出ください。

［引受保険会社連絡先］
大樹生命保険株式会社 法人サポートグループ
TEL:03-6831-8867

10生命保険協会の「生命保険相談所」について
この商品に係る指定紛争解決機関は（一社）生命保険協会です。

（一社）生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書（電子

メール・FAXは不可）・来訪により生命保険に関するさまざまな相

談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」

を設置し、電話にてお受けしております。

（ホームページアドレス  https://www.seiho.or.jp/）
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会

社に連絡し解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、保

険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合につい

ては、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会

を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。 

  
  

  

    

  

    

  



❶お申し込みの撤回について
この保険へのご加入のお申し込みの撤回はお取り扱いができな
い場合もありますので、保険契約者へお問い合わせください。

❷責任開始期について
●ご提出いただいた加入申込書兼告知書に基づき、引受保険会
社がご加入を承諾した場合、引受保険会社は所定の「加入（増
額）日」から保険契約上の責任を負います。ただし、所定の要件
（加入者数等）を満たさない場合、保険契約は効力を発生しま
せん。（更新できません。）
●生命保険会社職員・代理店等には保険への加入を決定し、責任
を開始させるような代理権はありません。 

❸遺言による死亡保険金受取人の変更について
遺言による死亡保険金受取人の変更はできません。

❹保険金をお支払いできない場合について
次のような場合には免責または解除等となり、保険金をお支払い
できませんので、お申し込みに際し、特にご注意ください。
また、増額された場合には、増額部分についても適用されます。
1. 解除等によりお支払いできない場合
●告知していただいた内容が事実と相違し、告知義務違反により
保険契約またはその被保険者に対する部分が解除されたとき
●保険契約者、被保険者または保険金受取人が、保険金を詐取す
る目的で事故を起こしたときや暴力団関係者・その他の反社
会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由により保
険契約またはその被保険者に対する部分が解除されたとき
●保険契約者または被保険者に詐欺の行為または保険金の不法
取得目的があって保険契約またはその被保険者に対する部分
が取消しまたは無効とされたとき

2. 免責等によりお支払いできない場合
●被保険者が加入から１年以内に自殺したとき
●保険契約者または保険金受取人の故意によるとき
●被保険者が故意に高度障がい状態となったとき
●戦争、その他の変乱によるとき（ただし、その程度に応じて、保
険金を全額または削減してお支払いすることがあります）
●高度障がい保険金の原因となる疾病・傷害が加入日前に生じて
いたとき。なお、その疾病や傷害等について告知いただいた場
合でもお支払いの対象にはなりません（下図を参照ください） 
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特に重要なお知らせ（注意喚起情報）団体定期保険 

この『特に重要なお知らせ（注意喚起情報）』は、ご加入のお申し込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しております。ご加入
前に必ずお読みいただき、申込者全員（配偶者を含む）が内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
また、「特に重要なお知らせ（契約概要）」についてもご確認ください。

告知に関する重要事項 ご加入にあたっての重要事項

お支払い
対象 ◎

お支払い
対象外 ×

所定の
高度障がい
状態
に該当

▼加入(増額)日

疾病・傷害
の発生

疾病・傷害
の発生

!

以下の事項は、加入申込者ご本人に正しく告知いただくため重要
なことがらについて記載しております。告知を行う前に必ずご確
認ください。告知書は重要な書類であるため、申込者ご自身で必
ず写しをとり、保管してください。

❶健康状態について、加入申込者ご本人がありのままを
　告知してください（告知義務）。
現在および過去の健康状態等について、ありのままをお知らせい
ただくことを告知といい、加入申込者ご本人には告知をしていた
だく義務があります。生命保険は、多数の人々が保険料を出しあっ
て、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の
良くない方等が無条件に加入された場合、保険料負担の公平性が
保たれません。ご加入のお申し込みにあたっては、過去の傷病歴、
現在の健康状態、身体の障がい状態等、「告知書」で引受保険会社
がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれな
くお知らせ（告知）ください。また、告知に関する各重要事項につ
きましては、配偶者が加入される場合には、その配偶者にも内容
を周知いただきますようお願いいたします。

❷生命保険会社の職員・保険契約者等の職員等へ
　お話しいただいても告知したことになりません。
生命保険会社の職員（営業職員・コールセンター担当者等）・保険
契約者等の職員等は告知を受領する権利がなく、口頭でお話し
されても告知していただいたことにはなりません。告知をされる
場合は、引受保険会社所定の書面「告知書」をご提出ください。

❸傷病歴があった場合にも、
　全てのお申し込みをお断りするものではありません。
引受保険会社では、保険契約者間の公平性を保つため、加入申込
者のお身体の状態すなわち保険金等のお支払いが発生するリス
クに応じた引受対応を行っております。傷病歴等がある場合で
も、その内容によってはお引受けすることがありますので、あり
のままに正確に告知してください。

❹告知義務に違反された場合、ご契約を解除させていた
　だき、保険金をお支払いできないことがあります。
告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、こ
れらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知され
なかったり、事実と違うことを告知された場合「告知義務違反」と
してご契約を解除することがあります。解除した場合には、保険
金はお支払いできません。また、すでに払い込まれた保険料は返
金されません。なお、上記の場合以外にも、ご加入時の状況等によ
り、保険金が支払われない場合があります。
例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極め
て高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかっ
た場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による
取消しを理由として、保険金をお支払いできないことがあります。
告知義務違反による解除の対象外となる１年経過後にも取消しと
なることがあります。また、取消しとなった場合にはすでに払い込
まれた保険料は返金されません。 

❺返戻金について
「特に重要なお知らせ（契約概要）」をご参照ください。

❻生命保険契約者保護機構について
この制度の引受保険会社は、生命保険契約者保護機構に加入し

ています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社

が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険

契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、

ご加入時の保険金額、給付金額、年金額等が削減されることがあ

ります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合

わせください。

（お問い合わせ先）
生命保険契約者保護機構　TEL：03-3286-2820
ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/ 

❼信用リスクについて
保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご加入時にお

約束した保険金額・給付金額・年金額等が削減されることがあり

ます。 

❽個人情報の取り扱いについて
本保険制度の運営にあたっては、株式会社イノアックコーポレー

ション（以下、保険契約者）は、申込書類に記載の個人情報（氏名、

性別、生年月日、健康状態等）を本保険制度の事務手続きのため

使用し、保険契約者が保険契約を締結する引受保険会社（大樹

生命保険株式会社（事務幹事会社）および共同取扱会社）へ提出

します。

引受保険会社は受領した個人情報を各種保険契約のお引き受

け・ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、引受保険会

社の関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提

供、ご契約の維持管理、引受保険会社の業務に関する情報提供・

運営管理、商品・サービスの充実、その他保険に関連・付随する業

務のために利用（注）し、また、保険契約者および他の引受保険会

社に上記目的の範囲内で提供します。

なお、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、引続き、保険契

約者および引受保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報

が取り扱われます。引受保険会社は、今後、変更する場合があり、

あるいは、再保険の取り扱いを行う場合もありますが、その場合、

個人情報は変更後の引受保険会社、再保険会社にも提供されま

す。

（注）保健医療等の機微（センシティブ）情報については、保険業

      法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と

      認められる目的に利用目的が限定されています。   

❾お手続きおよびご照会、ご相談・苦情窓口について
■お手続きおよびご照会窓口について
この保険の「加入（金額変更）」「脱退」等のお手続き・契約内容等

に関するご照会につきましては、保険契約者連絡先にお問い合

わせください。 

■保険金のお支払いに関するお手続きについて
●保険金のご請求は、保険契約者経由で行っていただく必要が

ありますので、保険金のお支払い事由が生じた場合だけでな

く、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた

場合等についても、すみやかに保険契約者連絡先にご連絡く

ださい。

●お支払い事由が発生する事象、保険金をお支払いする場合ま

たはお支払いできない場合については、当パンフレットの該当

箇所にも記載しておりますので、併せてご確認ください。

●保険金のお支払い事由が生じた場合、ご加入のご契約内容に

よっては、複数の保険金・給付金のお支払い事由に該当するこ

とがありますので、ご不明な点がある場合等には、すみやかに

保険契約者連絡先にご連絡ください。 

［保険契約者連絡先］
名栄産業株式会社　TEL：052-263-0019   

■ご相談・苦情窓口について
この保険に関するご相談・苦情につきましては、引受保険会社連

絡先にお申し出ください。

［引受保険会社連絡先］
大樹生命保険株式会社 法人サポートグループ
TEL:03-6831-8867

10生命保険協会の「生命保険相談所」について
この商品に係る指定紛争解決機関は（一社）生命保険協会です。

（一社）生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書（電子

メール・FAXは不可）・来訪により生命保険に関するさまざまな相

談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」

を設置し、電話にてお受けしております。

（ホームページアドレス  https://www.seiho.or.jp/）
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会

社に連絡し解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、保

険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合につい

ては、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会

を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。 

  
  

  

    

  

    

  



2026年度

新規加入

増額の
おすすめ

◎お問い合わせ先
イノアック保険センター

名栄産業株式会社
〒450-0003
名古屋市中村区名駅南2-13-4

TEL 052-263-0019

申込 締 切日
申込書提出先

：
：
2026年1月30日（金）
名栄産業株式会社

《保険会社窓口》 大樹生命保険株式会社 東海法人営業部
〒460-0003 名古屋市中区錦1ｰ4ｰ6

TEL 052-211-5183 （担当：中上）

イノアックグループ役員・従業員のみなさまへ

※内容に変更のない方は、現在の加入内容で継続されますので、申込書のご提出は
　不要です。（自動更新）

大樹-KB-2025-505 団体番号：0193330

加加 入入 例例

※保険料は概算です。
※上記死亡保障プラン加入例はあくまで目安です。必要保障額ではありません。
※現在加入中の個人保険で不足する部分を死亡保障プランでカバーされることをおすすめします。
　（死亡保障プランの最高保険金額は1,500万円（本人の場合）です。）

【「障がい」の表記】 当パンフレットでは、 「障害」を「障がい」と表記しています。 なお、 法令等で定められているものは 「障害」 と表記する場合があります。
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20代（独身型）の場合
保険は社会人としての責任。

まずはここからスタートしま

しょう!

25歳の場合

本人

月払保険料
760円

保険金額
月払保険料

200万円
760円

30代（夫婦型）の場合
夫婦の絆は安心から。

万が一に備え、このくらいの

保障はキープしたいものです。

ご夫婦とも30歳の場合

合計月払保険料
4,940円

本人

配偶者

保険金額
月払保険料

1,000万円
3,800円

保険金額
月払保険料

300万円
1,140円

40代（家族型）の場合 
人生で一番責任の重い

この時期に十分な保障を

準備しましょう。  

ご夫婦とも40歳の場合 

合計月払保険料
7,980円

本人

配偶者

保険金額
月払保険料

1,500万円
5,700円

保険金額
月払保険料

600万円
2,280円

50代（充実型）の場合 
こどもも独立して一安心ですが、

配偶者のために備えは必要です。

ご夫婦とも55歳の場合 
合計月払保険料

3,040円

本人

配偶者

保険金額
月払保険料

500万円
1,900円

保険金額
月払保険料

300万円
1,140円

株式会社 イノアックコーポレーション

（死亡保障プラン）総合補償
〈団体定期保険〉

保険加入に際しましては、ライフプランや公的保険制度等もふまえ、ご自身の
抱えるリスクやそれに応じた保障の必要性をご理解いただきご検討ください。

金融庁の
公的保険
ポータルは
こちら

ご意向（ニーズ）確認のお願い
この保険は、死亡または所定の高度障がい状態になった場合の保障を主な目的とする生命保険です。
ご加入にあたっては、当パンフレット（「特に重要なお知らせ」を含みます。）に記載されているこの保険商品の保障内容、保険料、保険期
間、保険金額等について申込者さま全員（配偶者を含む）のご意向（ニーズ）に合致しているかをご確認のうえ、お申し込みください。


